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選
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管

理

委

員

会

告

示 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号 

 

令
和
元
年
五
月
三
十
日
付
け
を
も
っ
て
銚
子
市
新
生
町
一
丁
目
四
番
地
工
藤
忠
男
か
ら
提
出
の
あ
っ
た

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
一
日
執
行
の
銚
子
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審

査
の
申
立
て
に
対
し
、
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。 

 
 

令
和
元
年
七
月
二
十
九
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千
葉
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選
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委
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月
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外 

 

裁
決

書
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

銚
子

市
新

生
町

１
丁

目
４

番
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
審

査
申

立
人

 
工

藤
 

忠
男

 

 
上

記
審

査
申

立
人

か
ら

、
令

和
元

年
５

月
３

０
日

付
け

を
も

っ
て

提
起

さ
れ

た
平

成
３

１
年

４
月

２
１

日
執

行
の

銚
子

市
議

会
議

員
一

般
選

挙
に

お
け

る
当

選
の

効
力

に
関

す
る

審
査

の
申

立
て

に
つ

い
て

、
当

委
員

会
は

次
の

と
お

り
裁

決
す

る
。

 

主
 

 
 

 
 

 
 

文
 

 
本

件
審

査
の

申
立

て
を

棄
却

す
る

。
 

審
査

の
申

立
て

の
要

旨
 

 
審

査
申

立
人

（
以

下
「

申
立

人
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
３

１
年

４
月

２
１

日
執

行
の

銚
子

市
議

会
議

員
一

般
選

挙
（

以
下

「
本

件
選

挙
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
同

年
４

月
２

４
日

に
銚

子
市

選
挙

管
理

委
員

会
（

以
下

「
市

委
員

会
」

と
い

う
。

）
に

対
し

、
当

選
の

効
力

に
関

す
る

異
議

の
申

出
を

し
た

と
こ

ろ
、

市
委

員
会

は
令

和
元

年
５

月
２

１
日

に
こ

の
異

議
の

申
出

を
棄

却
す

る
旨

の
決

定
を

し
、

同
日

、
申

立
人

に
対

し
て

決
定

書
（

以
下

「
市

決
定

書
」

と
い

う
。

）
を

交
付

し
た

。
 

 
申

立
人

は
こ

の
決

定
を

不
服

と
し

て
、

当
委

員
会

に
対

し
、

当
選

を
無

効
と

す
る

旨
の

裁
決

を
求

め
て

審
査

の
申

立
て

を
し

た
も

の
で

あ
る

。
 

 
そ

の
理

由
と

す
る

と
こ

ろ
を

要
約

す
れ

ば
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

１
 

市
決

定
書

別
表

に
あ

る
投

票
の

効
力

に
つ

い
て

 

  

（
１

）
「

石
神

み
つ

や
す

」
票

、
５

票
に

つ
い

て
 

 
 

 
「

石
神

」
姓

の
候

補
者

が
１

人
お

り
、

こ
の

５
票

の
投

票
用

紙
の

「
石

神
」

は
こ

の
「

石
神

」
候

補
者

を
指

し
て

い
る

と
考

え
ら

れ
、

名
前

部
分

の
「

み
つ

や
す

」
と

合
わ

せ
て

考
え

る
と

、
２

人
の

候
補

者
を

同
一

投
票

用
紙

に
書

か
れ

た
混

記
票

で
、

「
石

上
み

つ
や

す
」

候
補

者
の

有
効

票
で

は
な

く
無

効
票

と
考

え
る

の
が

妥
当

で
あ

る
。

仮
に

無
効

で
な

い
に

し
て

も
、

投
票

者
の

意
思

は
石

神
候

補
者

に
投

票
し

た
こ

と
を

排
除

で
き

な
い

の
で

、
按 あ

ん

分
票

に
ま

わ
す

べ
き

で
あ

る
。

 

（
２

）
「

石
山

み
つ

や
す

」
「

石
川

み
つ

や
す

」
「

石
毛

み
つ

や
す

」
票

に
つ

い
て

 

 
 

 
こ

の
よ

う
な

姓
の

候
補

者
は

な
く

無
効

で
あ

る
。

 

（
３

）
「

石
上

充
や

す
」

「
石

上
光

や
す

」
票

に
つ

い
て

 

 
 

 
こ

の
よ

う
な

名
の

候
補

者
は

な
く

無
効

で
あ

る
。

 

（
４

）
「

石
ヒ

み
つ

や
す

」
「

石
上

ゆ
ち

や
す

」
「

石
上

み
つ

ろ
」

「
え

が
み

み
つ

や
す

」
「

石
上

み
つ

よ
し

」
票

に
つ

い
て

 

 
 

 
「

石
ヒ

」
「

ゆ
ち

や
す

」
「

み
つ

ろ
」

「
え

が
み

」
「

み
つ

よ
し

」
と

い
う

候
補

者
が

い
な

く
無

効
で

あ
る

。
 

２
 

按
分

票
に

つ
い

て
 

 
 

市
委

員
会

の
決

定
を

仮
に

妥
当

と
す

る
な

ら
ば

、
按

分
票

１
３

票
の

う
ち

石
上

票
と

書
か

れ
た

９
票

に
つ

い
て

も
石

神
の

可
能

性
を

排
除

す
べ

き
で

な
く

、
こ

れ
ら

全
て

「
い

し
が

み
」

票
と

し
て

計
算

す

る
と

、
「

石
神

よ
し

あ
き

 
２

１
３

８
．

３
６

７
票

」
、

「
石

上
と

も
ひ

ろ
 

１
３

２
４

．
９

４
５

票
」

、
「

石
上

み
つ

や
す

 
９

０
２

．
６

８
７

票
」

と
な

る
。

 

裁
決

の
理

由
 

 
当

委
員

会
は

、
本

件
審

査
の

申
立

て
を

適
法

な
も

の
と

認
め

、
市

委
員

会
か

ら
弁

明
書

及
び

関
係

書
類

を
、

申
立

人
か

ら
は

反
論

書
を

そ
れ

ぞ
れ

徴
し

た
。

さ
ら

に
、

市
委

員
会

の
保

管
す

る
本

件
選

挙
の

投
票

に
つ

い
て

、
申

立
人

、
市

委
員

会
の

委
員

及
び

職
員

、
利

害
関

係
人

石
上

允
康

（
以

下
「

関
係

人
」

と
い

う
。

）
の

代
理

人
の

立
ち

合
い

の
も

と
、

職
権

で
令

和
元

年
７

月
１

４
日

に
一

部
の

投
票

の
開

披
点

検
を

行
い

、
慎

重
に

審
理

し
た

。
 

 
そ

の
結

果
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

１
 

審
査

申
立

て
の

経
緯

等
に

つ
い

て
 

（
１

）
平

成
３

１
年

４
月

２
４

日
に

申
立

人
が

、
市

委
員

会
に

対
し

本
件

選
挙

に
係

る
当

選
の

効
力

に
関

す
る

異
議

の
申

出
を

行
っ

た
。

 

（
２

）
市

委
員

会
は

、
令

和
元

年
５

月
１

４
日

に
、

申
立

人
及

び
関

係
人

の
代

理
人

の
立

ち
合

い
の

も

と
、

一
部

投
票

（
関

係
人

の
有

効
票

９
０

０
票

、
申

立
人

の
有

効
票

９
０

４
票

、
按

分
票

１
３

票
、

点
字

票
９

票
、

無
効

票
３

８
４

票
、

合
計

２
，

２
１

０
票

）
の

開
披

点
検

を
実

施
し

た
。

開
披

し
た

投
票

の
う

ち
、

別
表

１
（

市
決

定
書

別
表

）
に

あ
る

２
２

票
を

効
力

判
定

に
疑

義
が

あ
る

指
摘

票
と

し
て

抽
出

し
た

。
 

（
３

）
市

委
員

会
は

、
令

和
元

年
５

月
２

１
日

に
本

件
選

挙
に

関
す

る
異

議
の

申
出

を
棄

却
す

る
決

定
を

行
っ

た
。
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千 葉 県 報 号外第１５号 令和元年 7 月 29 日 (月曜日) 
 

 
 

 

                                   

 
 

 
 

                                   

（
４

）
申

立
人

は
、

令
和

元
年

５
月

３
０

日
に

市
委

員
会

の
決

定
を

不
服

と
し

て
、

当
委

員
会

に
対

し
、

当
選

を
無

効
と

す
る

旨
の

裁
決

を
求

め
て

審
査

の
申

立
て

を
し

た
。

 

（
５

）
当

委
員

会
は

、
市

委
員

会
か

ら
弁

明
書

の
提

出
を

受
け

、
申

立
人

か
ら

反
論

書
の

提
出

を
受

け
慎

重
に

審
理

を
行

っ
た

。
 

（
６

）
当

委
員

会
は

、
令

和
元

年
７

月
１

４
日

に
、

申
立

人
、

市
委

員
会

の
委

員
及

び
職

員
、

関
係

人
の

代
理

人
の

立
ち

合
い

の
も

と
、

一
部

投
票

（
関

係
人

の
有

効
票

９
０

０
票

、
申

立
人

の
有

効
票

９
０

４
票

、
石

神
嘉

明
の

有
効

票
２

，
１

３
２

票
、

石
上

友
寛

の
有

効
票

１
，

３
２

１
票

、
按

分
票

１
３

票
、

無
効

票
３

８
４

票
、

合
計

５
，

６
５

４
票

）
の

開
披

点
検

を
実

施
し

た
。

 

２
 

開
披

点
検

の
結

果
に

つ
い

て
 

 
 

当
委

員
会

が
行

っ
た

開
披

点
検

の
結

果
、

本
件

選
挙

に
お

け
る

当
選

の
効

力
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

投
票

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

（
１

）
開

披
点

検
を

行
っ

た
５

，
６

５
４

票
に

つ
い

て
、

確
認

を
行

っ
た

と
こ

ろ
、

い
ず

れ
も

選
挙

録
に

記
載

さ
れ

て
い

る
票

数
と

相
違

は
な

か
っ

た
。

 

（
２

）
申

立
人

の
有

効
票

の
中

で
、

別
表

２
の

と
お

り
の

投
票

が
存

在
す

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

（
３

）
関

係
人

の
有

効
票

の
中

に
、

別
表

１
（

市
決

定
書

別
表

）
の

１
か

ら
２

１
の

投
票

が
存

在
す

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
な

お
、

別
表

１
（

市
決

定
書

別
表

）
の

２
２

の
投

票
が

按
分

票
の

中
に

存
在

す
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

 

（
４

）
石

神
嘉

明
の

有
効

票
の

中
に

、
「

石
上

よ
し

あ
き

」
等

、
姓

を
「

石
上

」
と

誤
記

し
た

投
票

が
３

５
票

存
在

す
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

ま
た

、
「

石
神

」
と

姓
の

み
記

載
し

た
投

票
が

２
７

票
存

在
し

た
。

な
お

、
一

部
の

例
を

示
す

と
別

表
３

の
１

か
ら

６
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

（
５

）
石

上
友

寛
の

有
効

票
の

中
に

、
「

石
神

と
も

ひ
ろ

」
等

、
姓

を
「

石
神

」
と

誤
記

し
た

投
票

が
１

２
票

存
在

し
た

。
な

お
、

一
部

の
例

を
示

す
と

、
別

表
３

の
７

及
び

８
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

３
 

当
委

員
会

の
判

断
に

つ
い

て
 

 
 

投
票

の
効

力
の

決
定

に
つ

い
て

、
公

職
選

挙
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
１

０
０

号
。

以
下

「
公

選

法
」

と
い

う
。

）
は

、
第

６
７

条
後

段
に

お
い

て
、

「
第

６
８

条
の

規
定

に
反

し
な

い
限

り
に

お
い

て
、

そ
の

投
票

し
た

選
挙

人
の

意
思

が
明

白
で

あ
れ

ば
、

そ
の

投
票

を
有

効
と

す
る

よ
う

に
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

」
と

規
定

し
て

い
る

。
こ

の
趣

旨
は

、
「

投
票

の
記

載
か

ら
選

挙
人

の
意

思
が

判
断

で

き
る

と
き

は
、

で
き

る
限

り
そ

の
投

票
を

有
効

と
す

る
よ

う
に

解
す

べ
き

で
あ

り
、

投
票

に
記

載
さ

れ

た
文

字
に

誤
字

、
脱

字
や

明
確

を
欠

く
点

が
あ

り
、

投
票

の
記

載
が

候
補

者
の

氏
名

と
一

致
し

な
い

場

合
で

あ
っ

て
も

、
そ

の
記

載
さ

れ
た

文
字

を
全

体
的

に
考

察
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
選

挙
人

が
ど

の
候

補

者
に

投
票

す
る

意
思

を
も

っ
て

投
票

を
し

た
か

を
判

断
し

得
る

と
き

に
は

、
右

投
票

を
当

該
候

補
者

に

対
す

る
有

効
投

票
と

認
め

る
の

が
相

当
で

あ
る

。
そ

し
て

、
投

票
を

二
人

の
候

補
者

氏
名

を
混

記
し

た

も
の

と
し

て
無

効
と

解
す

る
の

は
、

当
該

投
票

の
記

載
が

い
ず

れ
の

候
補

者
氏

名
を

記
載

し
た

の
か

全

く
判

断
し

難
い

場
合

に
限

ら
れ

る
も

の
と

い
う

べ
き

で
あ

っ
て

、
そ

う
で

な
い

場
合

に
は

、
い

ず
れ

か

一
方

の
候

補
者

の
氏

名
に

最
も

近
い

記
載

の
も

の
は

こ
れ

を
当

該
候

補
者

に
対

す
る

投
票

と
認

め
、

合

致
し

な
い

記
載

は
こ

れ
を

誤
っ

た
記

憶
に

よ
る

も
の

か
、

又
は

単
な

る
誤

記
に

よ
る

も
の

と
解

す
べ

き
 

 

 
で

あ
る

。
」

（
平

成
４

年
７

月
１

０
日

最
高

裁
判

決
）

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

さ
ら

に
、

「
特

段
の

事
由

に
よ

る
も

の
を

除
き

、
選

挙
人

は
１

人
の

候
補

者
に

対
し

て
投

票
す

る
意

思
を

も
っ

て
そ

の
氏

名
を

記
載

す
る

も
の

と
解

す
べ

き
で

あ
る

か
ら

、
投

票
を

２
人

の
候

補
者

氏
名

を

混
記

し
た

も
の

と
し

て
無

効
と

す
べ

き
場

合
は

、
い

ず
れ

の
候

補
者

氏
名

を
記

載
し

た
か

全
く

判
断

し

難
い

場
合

に
限

る
べ

き
で

あ
っ

て
、

そ
う

で
な

い
場

合
は

、
公

職
選

挙
法

第
６

８
条

第
５

号
７

号
に

該

当
す

る
無

効
の

も
の

で
な

い
限

り
、

い
ず

れ
か

一
方

の
氏

名
に

も
っ

と
も

近
い

記
載

の
も

の
は

こ
れ

を

そ
の

候
補

者
に

対
す

る
投

票
と

認
め

、
合

致
し

な
い

記
載

は
こ

れ
を

誤
っ

た
記

憶
に

よ
る

も
の

か
、

ま

た
は

単
な

る
誤

記
に

な
る

も
の

と
解

す
る

を
相

当
と

す
べ

き
で

あ
る

。
」

（
引

用
文

中
「

公
職

選
挙

法

第
６

８
条

第
５

号
、

第
７

号
」

は
、

現
行

は
「

公
職

選
挙

法
第

６
８

条
第

１
項

第
６

号
、

第
８

号
」

で

あ
る

。
昭

和
３

２
年

９
月

２
０

日
最

高
裁

判
決

」
）

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

ま
た

、
按

分
票

に
つ

い
て

、
公

選
法

第
６

８
条

の
２

で
「

同
一

の
氏

名
、

氏
又

は
名

の
公

職
の

候
補

者
が

二
人

以
上

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
氏

名
、

氏
又

は
名

の
み

を
記

載
し

た
投

票
は

、
前

条
第

一

項
第

八
号

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

有
効

と
す

る
。

」
と

し
、

こ
れ

を
按

分
票

と
し

て
各

候
補

者
等

に

帰
属

さ
せ

る
こ

と
を

規
定

し
て

い
る

。
こ

れ
は

、
「

同
一

の
氏

名
、

氏
又

は
名

の
候

補
者

に
つ

き
、

字

又
は

訓
に

よ
る

同
一

の
氏

名
、

氏
又

は
名

の
み

を
記

載
し

た
投

票
が

、
本

条
に

該
当

し
て

有
効

と
し

て

按
分

さ
れ

る
の

で
あ

っ
て

、
同

一
で

な
い

部
分

が
一

部
で

も
記

載
さ

れ
た

も
の

、
又

は
同

一
で

あ
る

氏

又
は

名
の

一
部

の
み

を
記

載
し

た
も

の
は

、
本

条
の

適
用

を
う

け
る

も
の

で
は

な
い

。
」

（
「

逐
条

解

説
公

職
選

挙
法

（
上

）
（

ぎ
ょ

う
せ

い
）

安
田

充
・

荒
川

敦
編

著
」

６
１

５
頁

）
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

こ
の

よ
う

な
観

点
か

ら
、

審
査

申
立

書
及

び
反

論
書

で
申

立
人

が
主

張
す

る
投

票
に

つ
い

て
の

効
力

を
検

討
す

る
。

 

（
１

）
「

石
神

み
つ

や
す

」
票

に
つ

い
て

（
別

表
１

（
市

決
定

書
別

表
）

１
か

ら
５

の
投

票
）

 

 
 

ア
 

申
立

人
は

、
「

石
神

」
姓

の
候

補
者

と
「

み
つ

や
す

」
名

の
候

補
者

が
混

記
さ

れ
て

い
る

の
で

無
効

票
で

あ
る

と
主

張
す

る
。

 

 
 

 
 

し
か

し
、

昭
和

２
８

年
６

月
１

３
日

東
京

高
裁

判
決

（
昭

和
３

０
年

４
月

２
７

日
最

高
裁

判
決

確
定

）
に

お
い

て
、

候
補

者
中

に
「

伊
東

幸
吉

」
と

「
伊

藤
和

子
」

が
あ

る
場

合
に

、
「

伊

東
」

、
「

伊
藤

幸
吉

」
と

記
載

さ
れ

た
投

票
は

、
い

ず
れ

も
伊

東
幸

吉
に

対
し

て
な

さ
れ

た
投

票

と
認

む
べ

く
、

（
中

略
）

他
の

候
補

者
伊

藤
和

子
に

対
し

て
な

さ
れ

た
も

の
と

認
む

べ
き

で
な

い

こ
と

が
明

ら
か

と
判

示
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

こ
れ

を
、

本
件

選
挙

に
お

い
て

当
て

は
め

る
と

、
「

石
神

み
つ

や
す

」
と

記
載

さ
れ

た
投

票

は
、

選
挙

人
が

「
石

上
み

つ
や

す
」

候
補

１
人

へ
の

投
票

意
思

を
有

し
て

行
っ

た
も

の
と

認
め

ら

れ
、

「
石

上
み

つ
や

す
」

の
有

効
投

票
と

認
め

る
こ

と
が

相
当

で
あ

る
。

 

 
 

 
 

ま
た

、
当

委
員

会
が

行
っ

た
開

披
点

検
に

お
い

て
、

石
神

嘉
明

の
有

効
票

の
中

に
、

「
石

上
よ

し
あ

き
」

等
、

姓
を

「
石

上
」

と
誤

記
し

た
投

票
が

３
５

票
存

在
し

、
石

上
友

寛
の

有
効

票
の

中

に
、

「
石

神
と

も
ひ

ろ
」

等
、

姓
を

「
石

神
」

と
誤

記
し

た
投

票
が

１
２

票
存

在
し

て
い

る
こ

と

に
鑑

み
れ

ば
、

銚
子

市
内

に
お

い
て

は
、

「
石

上
」

姓
と

「
石

神
」

姓
を

混
同

又
は

誤
記

す
る

可

能
性

が
あ

る
こ

と
を

否
定

で
き

な
い

。
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そ
の

た
め

、
当

委
員

会
と

し
て

は
、

「
石

神
み

つ
や

す
」

票
は

、
姓

を
「

石
神

」
と

誤
記

し
た

「
石

上
み

つ
や

す
」

の
有

効
票

と
判

断
す

る
。

こ
れ

は
、

前
述

の
昭

和
３

２
年

９
月

２
０

日
及

び

平
成

４
年

７
月

１
０

日
最

高
裁

判
決

の
主

旨
と

も
合

致
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

 
 

イ
 

申
立

人
は

、
「

石
神

み
つ

や
す

」
票

が
、

仮
に

無
効

で
な

い
に

し
て

も
投

票
者

の
意

思
は

石
神

嘉
明

に
投

票
し

た
こ

と
を

排
除

で
き

な
い

の
で

按
分

票
と

す
べ

き
と

主
張

す
る

。
 

 
 

 
 

し
か

し
、

同
一

の
氏

名
、

氏
又

は
名

の
み

記
載

し
た

投
票

が
按

分
さ

れ
る

の
で

あ
っ

て
、

同
一

で
な

い
部

分
が

一
部

で
も

記
載

さ
れ

た
も

の
は

、
按

分
さ

れ
な

い
こ

と
は

上
記

３
の

公
選

法
第

６

８
条

の
２

の
解

釈
運

用
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

（
２

）
「

石
山

み
つ

や
す

」
「

石
川

み
つ

や
す

」
「

石
毛

み
つ

や
す

」
「

石
上

充
や

す
」

「
石

上
光

や

す
」

「
石

ヒ
み

つ
や

す
」

「
石

上
ゆ

ち
や

す
」

「
石

上
み

つ
ろ

」
「

え
が

み
み

つ
や

す
」

「
石

上
み

つ
よ

し
」

票
に

つ
い

て
（

別
表

１
（

市
決

定
書

別
表

）
６

か
ら

２
１

の
投

票
）

 

 
 

 
市

委
員

会
は

、
弁

明
書

に
お

い
て

「
昭

和
２

５
年

７
月

６
日

最
高

裁
判

決
に

お
い

て
、

『
投

票
は

何
人

か
を

選
挙

し
よ

う
と

す
る

選
挙

人
の

意
思

を
表

現
し

よ
う

と
す

る
手

段
で

あ
る

か
ら

、
た

と
い

投
票

に
記

さ
れ

た
文

字
に

誤
字

、
脱

字
が

あ
り

又
は

明
確

を
欠

く
点

が
あ

っ
て

も
、

そ
の

記
さ

れ
た

文
字

の
全

体
的

考
察

に
よ

っ
て

当
該

選
挙

人
の

意
思

が
い

か
な

る
候

補
者

に
投

票
し

た
か

を
判

断
し

得
る

以
上

、
こ

れ
を

有
効

投
票

と
し

て
選

挙
人

の
投

票
意

思
を

尊
重

す
る

こ
と

が
、

す
べ

て
の

選
挙

を
基

調
と

す
る

代
表

制
民

主
主

義
政

治
の

根
本

理
念

に
合

致
す

る
も

の
と

言
う

べ
き

で
あ

る
。

』
と

さ
れ

て
お

り
、

高
齢

な
選

挙
人

が
増

加
傾

向
に

あ
る

中
で

、
本

市
に

お
い

て
も

従
来

か
ら

選
挙

人
の

意
思

を
可

能
な

限
り

斟
酌

す
る

よ
う

し
て

き
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
今

回
の

事
案

に
お

い
て

、
票

の
再

点
検

調
査

を
実

施
し

た
中

で
疑

義
が

あ
る

と
し

て
指

摘
を

受
け

た
票

は
計

２
２

票
あ

っ
た

が
、

う
ち

１
６

票
は

氏
又

は
名

の
一

文
字

が
誤

っ
て

記
載

さ
れ

た
も

の
で

、
他

の
文

字
は

明
確

に
記

載
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

当
該

候
補

者
の

有
効

票
と

判
断

し
た

。
そ

の
他

の
６

票
の

う
ち

、
文

字
の

一
部

が
明

確
性

に
欠

け
る

５
票

に
つ

い
て

は
、

明
確

性
に

欠
け

る
部

分
が

当
該

候
補

者
の

漢
字

表
記

に
お

け
る

氏
名

の
一

文
字

分
で

あ
る

た
め

、
ま

た
投

票
全

体
の

記
載

か
ら

当
該

候
補

者
の

有
効

票
と

し
て

判
断

し
た

。
」

と
主

張
し

て
い

る
。

 

 
 

 
当

委
員

会
と

し
て

も
、

市
委

員
会

の
主

張
は

、
公

選
法

及
び

判
例

の
趣

旨
に

照
ら

し
、

合
理

的
で

あ
り

是
認

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

 
 

 
な

お
、

別
表

２
に

あ
る

と
お

り
申

立
人

の
有

効
票

の
中

に
も

誤
記

が
あ

る
投

票
は

存
在

し
て

お

り
、

記
載

の
正

確
性

の
み

を
追

求
す

る
こ

と
は

、
い

た
ず

ら
に

、
無

効
票

を
増

加
さ

せ
る

こ
と

に
つ

な
が

り
、

公
選

法
の

主
旨

に
沿

わ
な

い
と

考
え

る
。

 

 
 

 
以

上
よ

り
、

申
立

人
の

指
摘

す
る

「
石

山
み

つ
や

す
」

等
の

投
票

は
、

い
ず

れ
も

関
係

人
「

石
上

み
つ

や
す

」
の

誤
記

と
認

め
る

こ
と

が
で

き
る

た
め

、
関

係
人

の
有

効
票

と
判

断
す

る
。

 

（
３

）
按

分
票

に
つ

い
て

 

 
 

 
申

立
人

は
、

按
分

票
１

３
票

の
う

ち
「

石
上

」
と

漢
字

で
書

か
れ

た
９

票
に

つ
い

て
も

石
神

の
可

能
性

を
排

除
す

べ
き

で
な

く
、

こ
れ

ら
全

て
「

い
し

が
み

」
票

と
し

て
計

算
す

る
と

、
「

石
神

よ
し

あ
き

 
２

１
３

８
．

３
６

７
票

」
、

「
石

上
と

も
ひ

ろ
 

１
３

２
４

．
９

４
５

票
」

、
「

石
上

み
つ

 

 

 
 

や
す

 
９

０
２

．
６

８
７

票
」

と
な

る
と

主
張

す
る

。
 

 
 

 
し

か
し

、
前

述
の

昭
和

２
８

年
６

月
１

３
日

東
京

高
裁

判
決

（
昭

和
３

０
年

４
月

２
７

日
最

高
裁

判
決

確
定

）
に

あ
る

と
お

り
、

「
石

上
」

と
記

載
さ

れ
た

投
票

を
、

石
神

嘉
明

の
有

効
票

と
し

、
按

分
票

と
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

 
 

 
な

お
、

石
神

嘉
明

の
有

効
票

の
中

に
、

「
石

神
」

と
姓

の
み

記
載

し
た

投
票

が
２

７
票

存
在

し
て

い
た

こ
と

を
附

記
す

る
。

 

４
 

以
上

の
と

お
り

で
あ

る
の

で
、

申
立

人
の

主
張

を
認

容
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

 
 

よ
っ

て
、

当
委

員
会

は
主

文
の

と
お

り
裁

決
す

る
。

 

 
 

令
和

元
年

７
月

２
９

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

選
挙

管
理

委
員

会
委

員
長

 
 

長
谷

川
 

 
康

 
博
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別
表
１
（
市
決
定
書
別
表
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